（２）　設置者変更認可申請書
	年　　月　　日　　　

東京都知事

区長　　殿
　　　　　　市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧）　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○幼稚園設置者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新）　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○幼稚園設置者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立代表者　　　　　　　印

○○幼稚園設置者変更認可申請書
○○幼稚園の設置者を変更したいので、学校教育法第４条及び同法施行規則第14条の
規定により関係書類を添え認可を申請します。

　　　［収容定員の変更を伴う場合は、以下によること。］

○○幼稚園設置者変更及び収容定員に係る園則変更認可申請書

○○幼稚園の設置者及び収容定員に係る園則を変更したいので、学校教育法

第４条並びに同法施行規則第14条及び同法施行規則第５条の規定により関係
書類を添え認可を申請します。


　（添付書類）　268ページ参照
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　【申請の根拠】　学校教育法第４条、学校教育法施行規則第14条
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　【提出部数】　（区市部）Ａ４版３部（申請書用・認可書用・東京都用）を区市に提出。
　　　　　　　　　（町村部）Ａ４版２部（申請書用・認可書用）を都に提出。
　　　　　　　　　※　登記の必要がない場合は、２部（申請書用・認可書用）のみ作成すること。
　　　　　　　　　※　申請書類は、各書類にインデックス（項目名記載）をつけ、Ａ４縦型ファイルに２つ穴で左綴じにすること。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　【留意事項】　①旧設置者が学校法人以外の法人の場合、様式中の申請者（旧）の表記は、次のようにすること。

　　　「○○幼稚園設置者
法人名　◇◇◇◇◇
　　　　　　代表者職・氏名　　　　印」
　　　　　　　　　②「住所」は申請者の主たる事務所の住所（個人の場合は住民票上の住所）とすること。
③「設立代表者」は、既設学校法人の場合は「理事長」とすること。
④「設立代表者」の印は、本人の署名（法人にあっては、代表者の署名）をもって代えることができる。
⑤死亡している旧設置者の印は省略する。
学校法人設立（設置者変更認可）の事務の流れ

	申　請　者
	区　・　市
	東　京　都
	私立学校審議会
（寄附行為認可と合同）

	①事前相談

③認可申請書作成
④申　　請




⑲認可書受領
	②事前打合せ
⑤申請受理

⑥書類審査
⑦現地調査
⑧諮問依頼
※（諮問月の前月20日まで）
（区市同行）
（区市同席）
⑱認可決定

認可書交付

⑳報　　告

	（情報提供）
⑨書類審査
⑩現地調査

⑪諮問決定
⑫諮　　問

（東京都同行）

⑰答申通知
	⑬部会調査
⑭部会審議決定
⑮本審議会決定
⑯答　　申


（注）１　学校法人設立の場合は、本申請と併せて、別途、学校法人の寄附行為認可の申請が必要である。　　
２　「⑬部会調査」は、設置者変更に当たって、学校法人設立の場合に限り実施する。
　　　３　※諮問月の前月20日までに「受理できる状態」の書類を提出すること。

20日までに書類が整っていない場合には、翌月諮問できない可能性がある。

「受理できる状態」：修正の依頼・指示・指摘のあった箇所について、私学部との間で調整を終えた状態
